
また、

収入
み

書面で提出するより早く還付金が受け取れます。

令和６ 年度 提出期限：令和６年３月１５日（金）

（令和５年１月１日から令和５年１２月３１日までの所得及び控除）

【問合せ】　新座市財政部課税課（本庁舎２階）　　048－423－9200

６

５

５

５

６

親族の確定申告書、市民税・県民税申告書、源泉徴収票などに控除対象配偶者、同一生計配
偶者（控除対象配偶者を除く。）、扶養親族（１６歳未満の扶養親族を含む。）として記載
されている方のことです。
源泉徴収票に記載がない控除（配偶者、扶養、国民健康保険料（税）、生命保険料、医療費
など）を受けようとする場合は、申告が必要です。
国民健康保険料（税）、介護保険料、後期高齢者医療保険斜などの軽減制度適用、児童扶養
手当、特別児童扶養手当、ひとり親家庭等医療費助成、保育料算定などには申告が必要とな
る場合があります。
公的年金収入が４００万円を超えている場合は、税務署への確定申告が必要です。

国税庁 確定申告

パソコン・スマホで所得税の確定申告を始めてみませんか？

パソコン・スマホで所得税の確定申告を始めてみませんか



県民税

など

市民税・県民税の申告で住宅ローン控除の申請はできません。

利 子
配 当
不 動 産
事 業
給 与
譲 渡
一 時
雑

医 療 費
社会保険料
生命保険料
地震保険料
配 偶 者
配偶者特別
扶 養
基 礎

など

森
林
環
境
税

年

　税
　額

森林環境税

令和６年度　市民税・県民税申告書
き り と っ て く だ さ い。

１　所得から差し引かれる金額に関する事項 ２ 給与・公的年金等に係る所得以外
　 の市民税・県民税の納税方法

下記の欄には記入しないでください。

※別居の扶養親族等がいる場合は、裏面「12」に氏名、住所及び国外居住者（書類の添付が必要）である場合は区分を選択してください。

令和６年度　新座市　市民税・県民税申告受付書

住

所
・
氏

名

受
付 印

受
付 印〔受付書について〕

　市で収受した日を確認するための控え
となります。不要の場合は提出の必要は
ありません。
　なお、郵送による提出で受付書が必要
な場合は、送り先を記載の上、切手を貼
った返信用封筒を同封してください。

分
離
課
税
に
係
る
所
得
等
の
あ
る
方
は
、「
市
民
税・県
民
税
申
告
書（
分
離
課
税
等
用
）」を
あ
わ
せ
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。こ
の
申
告
書
を
提
出
し
た
方
は
事
業
税
の
申
告
書
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
リ
ま
せ
ん
。

（申告先）新座市長 令和６年１月１日現在の住所
新座市 業種又は職業

生年
月日 年　　　月　　　日

明・大
昭・平
令・西暦

電話番号

世帯主の氏名〔続柄〕

コード

個人番号
（マイナンバー）

現住所　□同上

提出年月日

㉗
雑 損 控 除 ●

損害の原因

１

２

３

氏名

氏名

氏名

続柄

続柄

続柄

個人番号

個人番号

個人番号

平・令　　　　・　　　　・

平・令　　　　・　　　　・

平・令　　　　・　　　　・

生年
月日

生年
月日

生年
月日

※□同居 □別居

※□同居 □別居

※□同居 □別居

損害金額

円

円

円

円

円

円
支払った医療費等

損害年月日
　　　　　・　　　　・

保険金などで補填される金額

損害を受けた資産の種類

差引損失額のうち災害関連支出の金額

□通常の医療費控除
□セルフメディケーション税制

保険金などで補填される金額㉘
医 療 費 控 除 ●

年 月 日

氏名

フリガナ

受付印

〔　〕
★は源泉徴収票に
入っていないものを
記入してください。
●の控除は書類の添
付又は提示が必要で
す。

□ 給与から差引き（特別徴収）
□ 自分で納付（普通徴収）

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

8

13

18

19

21

1

2

4

5

6.7.53.54

15

103

104

129

101

102

103

106

107

104

142

144

143

130 ア
イ
ウ
エ
オ
カ
キ
ク
ケ
コ
サ
シ
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰～
⑱
⑲～
⑳
㉑～
㉒
㉓
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙

市
処
理
欄

申告特例（　有 ・ 無 　）
確申／源泉／他（　　　　　　　　　　）添付

入力：　　　／　　　　　　　賦課　基本簿
確認：　　　／　　　　　　　賦課　基本簿

次
年
送

生
護

均
等
軽

事
・
家

徴
収
希

青
色
申

給
与
合

本
人
専

子

　特

勤
労
学

ひ
と
り
親

寡
婦

未
成
年

年
少

配
特

同
配 他配他特他特同他老同特老有

控配 扶養親族 扶養障がい 本障 専従

営 業 等
農 業

公的年金等
業 務
そ の 他
短 期
長期（1/2前）

営 業 等
農 業

公的年金等
業 務
そ の 他
合 計

不 動 産
利 子
配 当
給 与

一時（1/2前）

不 動 産
利 子
配 当
給 与

総合譲渡・一時
合 計
社会保険料控除
小規模企業共済等掛金控除
生命保険料控除
地震保険料控除
寡婦、ひとり親控除
勤労学生、障がい者控除
配偶者（特別）控除
扶 養 控 除
基 礎 控 除
⑬から㉕までの計
雑 損 控 除

合計（㉖＋㉗＋㉘）

収

入

金

額

等

所

得

金

額

所
得
か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額

事
業

事
業

雑

雑

総
合
譲
渡

医療費控除 区分

㉔
1 6 歳 未 満 の
扶 養 親 族
（控除対象外）

平２０．１．２
以後生まれ

１

２

３

氏名

氏名

氏名

氏名

続柄

続柄

続柄

個人番号

個人番号

個人番号

１

２

氏名

氏名

⑰　寡婦控除
□死別　□生死不明
□離婚　□未帰還

⑱
□ひとり親
　控除

⑲　□勤労学生控除●
（学校名）

個人番号

個人番号

個人番号

明・大　　　　・　　　　・昭・平

明・大　　　　・　　　　・昭・平

明・大　　　　・　　　　・昭・平

生年
月日

明・大　　　　・　　　　・昭・平
生年
月日

障がい
の程度

身・精　　　　級
療　　　　　　度

□特障
□障

配偶者の
合計所得
金　　額

生年
月日

生年
月日

※□同居 □別居

※□同居 □別居

※□同居 □別居

□同一生計配偶者
（控除対象配偶者を除く）

□同居
□別居

㉓
扶 養 控 除

平２０．１．１
以前生まれ

㉑～㉒
配 偶 者 控 除 ・
配偶者特別控除・
同一生計配偶者

⑳
障 が い 者
控 　 　 　 除 ●

⑰～⑲
寡 婦 控 除 、
ひとり親控除、
勤 労 学 生 控 除

⑮
生 命 保 険 料
控 　 　 　 除 ●

⑬
社 会 保 険 料
控 除

⑭★小規模企業共済等掛金控除●

⑯地震保険料控除●

認
定
書

障がい
の程度

身・精　　　　級
療　　　　　　度

□特障
□障

認
定
書

社会保険の種類
源泉徴収票の社会保険料
★国民健康保険
★国民年金●
★介護保険
★後期高齢者医療保険
★その他

新 生 命 保 険 料 の 計
新個人年金保険料の計
介護医療保険料の計
地 震 保 険 料 の 計

旧 生 命 保 険 料 の 計
旧個人年金保険料の計

旧長期損害保険料の計

支 払 っ た 保 険 料
Ａ　　　　　　　　　　　　　　　円
Ｂ　　　　　　　　　　　　　　　円
Ｃ　　　　　　　　　　　　　　　円
Ｄ　　　　　　　　　　　　　　　円
Ｅ　　　　　　　　　　　　　　　円
Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　円

合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ）

本人又は㉑～㉔に
記載した方のみ対象

申告書

6

など

とき

・森林環境税

・森林環境税

⑴

⑵

⑶

⑷

⑸



県民税

など

市民税・県民税の申告で住宅ローン控除の申請はできません。

利 子
配 当
不 動 産
事 業
給 与
譲 渡
一 時
雑

医 療 費
社会保険料
生命保険料
地震保険料
配 偶 者
配偶者特別
扶 養
基 礎

など

森
林
環
境
税

年

　税
　額

森林環境税

令和６年度　市民税・県民税申告書
き り と っ て く だ さ い。

１　所得から差し引かれる金額に関する事項 ２ 給与・公的年金等に係る所得以外
　 の市民税・県民税の納税方法

下記の欄には記入しないでください。

※別居の扶養親族等がいる場合は、裏面「12」に氏名、住所及び国外居住者（書類の添付が必要）である場合は区分を選択してください。

令和６年度　新座市　市民税・県民税申告受付書

住

所
・
氏

名

受
付 印

受
付 印〔受付書について〕

　市で収受した日を確認するための控え
となります。不要の場合は提出の必要は
ありません。
　なお、郵送による提出で受付書が必要
な場合は、送り先を記載の上、切手を貼
った返信用封筒を同封してください。

分
離
課
税
に
係
る
所
得
等
の
あ
る
方
は
、「
市
民
税・県
民
税
申
告
書（
分
離
課
税
等
用
）」を
あ
わ
せ
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。こ
の
申
告
書
を
提
出
し
た
方
は
事
業
税
の
申
告
書
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
リ
ま
せ
ん
。

（申告先）新座市長 令和６年１月１日現在の住所
新座市 業種又は職業

生年
月日 年　　　月　　　日

明・大
昭・平
令・西暦

電話番号

世帯主の氏名〔続柄〕

コード

個人番号
（マイナンバー）

現住所　□同上

提出年月日

㉗
雑 損 控 除 ●

損害の原因

１

２

３

氏名

氏名

氏名

続柄

続柄

続柄

個人番号

個人番号

個人番号

平・令　　　　・　　　　・

平・令　　　　・　　　　・

平・令　　　　・　　　　・

生年
月日

生年
月日

生年
月日

※□同居 □別居

※□同居 □別居

※□同居 □別居

損害金額

円

円

円

円

円

円
支払った医療費等

損害年月日
　　　　　・　　　　・

保険金などで補填される金額

損害を受けた資産の種類

差引損失額のうち災害関連支出の金額

□通常の医療費控除
□セルフメディケーション税制

保険金などで補填される金額㉘
医 療 費 控 除 ●

年 月 日

氏名

フリガナ

受付印

〔　〕
★は源泉徴収票に
入っていないものを
記入してください。
●の控除は書類の添
付又は提示が必要で
す。

□ 給与から差引き（特別徴収）
□ 自分で納付（普通徴収）

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

8

13

18

19

21

1

2

4

5

6.7.53.54

15

103

104

129

101

102

103

106

107

104

142

144

143

130 ア
イ
ウ
エ
オ
カ
キ
ク
ケ
コ
サ
シ
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰～
⑱
⑲～
⑳
㉑～
㉒
㉓
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙

市
処
理
欄

申告特例（　有 ・ 無 　）
確申／源泉／他（　　　　　　　　　　）添付

入力：　　　／　　　　　　　賦課　基本簿
確認：　　　／　　　　　　　賦課　基本簿

次
年
送

生
護

均
等
軽

事
・
家

徴
収
希

青
色
申

給
与
合

本
人
専

子

　特

勤
労
学

ひ
と
り
親

寡
婦

未
成
年

年
少

配
特

同
配 他配他特他特同他老同特老有

控配 扶養親族 扶養障がい 本障 専従

営 業 等
農 業

公的年金等
業 務
そ の 他
短 期
長期（1/2前）

営 業 等
農 業

公的年金等
業 務
そ の 他
合 計

不 動 産
利 子
配 当
給 与

一時（1/2前）

不 動 産
利 子
配 当
給 与

総合譲渡・一時
合 計
社会保険料控除
小規模企業共済等掛金控除
生命保険料控除
地震保険料控除
寡婦、ひとり親控除
勤労学生、障がい者控除
配偶者（特別）控除
扶 養 控 除
基 礎 控 除
⑬から㉕までの計
雑 損 控 除

合計（㉖＋㉗＋㉘）

収

入

金

額

等

所

得

金

額

所
得
か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額

事
業

事
業

雑

雑

総
合
譲
渡

医療費控除 区分

㉔
1 6 歳 未 満 の
扶 養 親 族
（控除対象外）

平２０．１．２
以後生まれ

１

２

３

氏名

氏名

氏名

氏名

続柄

続柄

続柄

個人番号

個人番号

個人番号

１

２

氏名

氏名

⑰　寡婦控除
□死別　□生死不明
□離婚　□未帰還

⑱
□ひとり親
　控除

⑲　□勤労学生控除●
（学校名）

個人番号

個人番号

個人番号

明・大　　　　・　　　　・昭・平

明・大　　　　・　　　　・昭・平

明・大　　　　・　　　　・昭・平

生年
月日

明・大　　　　・　　　　・昭・平
生年
月日

障がい
の程度

身・精　　　　級
療　　　　　　度

□特障
□障

配偶者の
合計所得
金　　額

生年
月日

生年
月日

※□同居 □別居

※□同居 □別居

※□同居 □別居

□同一生計配偶者
（控除対象配偶者を除く）

□同居
□別居

㉓
扶 養 控 除

平２０．１．１
以前生まれ

㉑～㉒
配 偶 者 控 除 ・
配偶者特別控除・
同一生計配偶者

⑳
障 が い 者
控 　 　 　 除 ●

⑰～⑲
寡 婦 控 除 、
ひとり親控除、
勤 労 学 生 控 除

⑮
生 命 保 険 料
控 　 　 　 除 ●

⑬
社 会 保 険 料
控 除

⑭★小規模企業共済等掛金控除●

⑯地震保険料控除●

認
定
書

障がい
の程度

身・精　　　　級
療　　　　　　度

□特障
□障

認
定
書

社会保険の種類
源泉徴収票の社会保険料
★国民健康保険
★国民年金●
★介護保険
★後期高齢者医療保険
★その他

新 生 命 保 険 料 の 計
新個人年金保険料の計
介護医療保険料の計
地 震 保 険 料 の 計

旧 生 命 保 険 料 の 計
旧個人年金保険料の計

旧長期損害保険料の計

支 払 っ た 保 険 料
Ａ　　　　　　　　　　　　　　　円
Ｂ　　　　　　　　　　　　　　　円
Ｃ　　　　　　　　　　　　　　　円
Ｄ　　　　　　　　　　　　　　　円
Ｅ　　　　　　　　　　　　　　　円
Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　円

合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ）

本人又は㉑～㉔に
記載した方のみ対象

申告書

6

など

とき

・森林環境税

・森林環境税

⑴

⑵

⑶

⑷

⑸

支払通知書、支払調書、収支内訳書（業務に係る所得があり
前々年の年間売上が１，０００万円を超えていた場合）など

現在の氏名、住所などが記載されている場合に限ります。

国外居住親族について控除の適用を受ける場合は区分に応じ
た書類　８ページ「１２」を参照　

あなたや㉑控除対象配偶者・㉑同一生計配偶者・㉓扶養親族（㉔１６歳未満の扶養親族を含む。）が障がい者で
ある場合に控除されます。※あなた以外が障がい者の場合は、併せて㉑、㉓、㉔の申告も必要です。

の勤労に基づ

確定拠出年金法に基づく企業型又は個人型年金の加入者掛金、

料　税　

○申告書を提出するときに、申告される方の本人確認書類として以下の書類をその区分に応じて添付、又は提示する必要があります。

⑬

⑭

⑮

⑯

⑲

⑳

㉑㉒
㉓

㉗

㉘

㉘

㉗～㉘⑬～⑯

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉓

㉒

㉑

⑳

⑲

⑱

⑰

⑱

㉔

㉔

⑰～㉔

㋐

㋐

㋐

㋑

㋒
㋓ ㋒

㋐

㋑

○

差し引か

く所得



÷   千円未満切捨　：

日給などの給与所得のある方で、源泉徴収
票のない方は記入してください。

※市民税・県民税申告書を提出する場合は、「ふるさと納税」についてワンストップ
特例制度を申請した寄附金額についても、「都道府県・市区町村分（特例控除対象）」
欄に記入してください。

注１　申告書を提出する際に必要な書類については、「市民税・県民税　申告の手引（10ページ）」を参照し
てください。

注２　令和5年中（令和5年1月1日から12月31日まで）に課税対象となる収入がなかった方は、表面「氏名・
住所・生年月日等記載欄」と、本面の「16　前年中（令和5年中）に収入がなかった方の記載欄（該当す
るものに□）」に必要事項を記入してください。

３　給与所得の内訳

９　総合譲渡所得・一時所得の所得金額に関する事項

１０　事業専従者に関する事項
１１　事業税に関する事項

１４　寄附金に関する事項 ●

１２　別居の扶養親族等に関する事項

１３　配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除に関する事項 ●

１５　所得金額調整控除に関する事項

１６　前年中（令和５年中）に収入がなかった方の記載欄（該当するものに□）

４　営業所得・農業所得・不動産所得に関する事項

５　配当所得（総合課税）に関する事項

６　利子所得に関する事項

８　雑所得（公的年金等以外）に関する事項

７　雑所得（公的年金等）に関する事項

月

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

日　　給

賞 与 等

合 計

勤務先所在地

勤 務 先 名

電 話 番 号

氏 名

個人番号

円 円

円

円円 円

円

円

円円円

円 円 円

円

円

円

円 円

円

円

円

イ

ロ

ハ

所得金額

資産の種類 損失額、被災損失額

ニ

円

円

円

211

18

19

21

短28
長29

22

150

271

272

274273

212

円

円円円

円

日

月　　収

所得の
種類 支払者の名称・所在地 収 入 金 額 必 要 経 費

配当所得
の種類 支払者の名称・所在地

支 払 者

区分
業務・
その他
業務・
その他
業務・
その他

種目 支払者の名称・所在地

総 合 譲 渡
短　　　期

長　　　期

一　　　　　時

収 入 金 額

収 入 金 額 必 要 経 費 差 引 金 額
（収入金額－必要経費）

所 得 金 額
（差引金額－特別控除額）特 別 控 除 額

非 課 税 所 得 な ど
損益通算の特例適用前
の 不 動 産 所 得

従事
月数氏名

２ 個人
番号

専従者給与
（控除）額

・　　　・生年
月日

明・大・昭
平・令

続
柄

従事
月数氏名

所得税における青色申告の承認の有無 あり・なし 合計額

１ 個人
番号

専従者給与
（控除）額

・　　　・生年
月日

明・大・昭
平・令

続
柄

事 業 用 資 産 の
譲 渡 損 失 な ど
前 年 中 の 開 廃 業 開 始 ・ 廃 止 月　　　 日

合計イ＋〔（ロ＋ハ）×1/2〕

必 要 経 費 所 得 金 額
（収入金額－必要経費）

収 入 金 額 支 払 者 収 入 金 額

支払確定年月

・

・

収 入 金 額 必 要 経 費

国外株式等に係る外国所得税額

青色申告特別控除額 所 得 金 額

所 得 金 額

勤　務
日　数

円

✓
① □ 下記の扶養親族であった。又は仕送リ、援助を受けていた。
　 氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　続柄（　　　　　　　）　住所
② □ 学生であった。（令和５年１２月３１日現在）
　 学校名
③ 次の給付を受けていた。
　 □ 非課税の所得があった。（遺族年金・障がい年金・雇用（失業）保険・育児休業給付金など）
　 □ 生活保護法による生活扶助（令和６年１月１日現在受給中／ 　　　年　　　月から　　　年　　　月まで）
④ □ 海外に居住していた。（海外勤務証明書、ビザのコピーなどを添付してください。）
⑤ □ 預貯金等で生活していた。
⑥ □ その他（生活状況を記入してください。）

続
柄

生年
月日

明・大・昭
平・令 ・　　　・ 特別障がい者に該当する場合

別居の場合の住所

配 当 割 額 控 除 額

都道府県、市町村分（特例控除対象）

 ●国外居住　□３０歳未満　□７０歳以上　□３０歳以上７０歳未満（□留学　□障がい者　□３８万円以上の支払）

 ●国外居住　□３０歳未満　□７０歳以上　□３０歳以上７０歳未満（□留学　□障がい者　□３８万円以上の支払）

 ●国外居住　□３０歳未満　□７０歳以上　□３０歳以上７０歳未満（□留学　□障がい者　□３８万円以上の支払）

住所地の共同募金会・日赤支部分、
都道府県、市区町村分（特例控除対象以外）

都道府県条例指定分 市区町村

１

２

３

氏名

氏名

氏名

住所

住所

住所

株式等譲渡所得割額控除額

級・度

　特定配当等に係る所得金額、特定株式等譲渡所得金額を総所得金額に含め、
配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除を受けようとする場合は、下の各欄に
配当割額及び株式等譲渡所得割額を記入してください。

支出した寄附金に応じて、各欄にそれぞれ寄附した金額を記入してください。

他
都
道
府
県
の

□
事
務
所
等

●
の
控
除
は
、
書
類
の
添
付
又
は
提
示
が
必
要
で
す
。

㉕

㉗

㉗

❶
❷

㉘

㉘
⑴
⑵



÷   千円未満切捨　：

日給などの給与所得のある方で、源泉徴収
票のない方は記入してください。

※市民税・県民税申告書を提出する場合は、「ふるさと納税」についてワンストップ
特例制度を申請した寄附金額についても、「都道府県・市区町村分（特例控除対象）」
欄に記入してください。

注１　申告書を提出する際に必要な書類については、「市民税・県民税　申告の手引（10ページ）」を参照し
てください。

注２　令和5年中（令和5年1月1日から12月31日まで）に課税対象となる収入がなかった方は、表面「氏名・
住所・生年月日等記載欄」と、本面の「16　前年中（令和5年中）に収入がなかった方の記載欄（該当す
るものに□）」に必要事項を記入してください。

３　給与所得の内訳

９　総合譲渡所得・一時所得の所得金額に関する事項

１０　事業専従者に関する事項
１１　事業税に関する事項

１４　寄附金に関する事項 ●

１２　別居の扶養親族等に関する事項

１３　配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除に関する事項 ●

１５　所得金額調整控除に関する事項

１６　前年中（令和５年中）に収入がなかった方の記載欄（該当するものに□）

４　営業所得・農業所得・不動産所得に関する事項

５　配当所得（総合課税）に関する事項

６　利子所得に関する事項

８　雑所得（公的年金等以外）に関する事項

７　雑所得（公的年金等）に関する事項

月

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

日　　給

賞 与 等

合 計

勤務先所在地

勤 務 先 名

電 話 番 号

氏 名

個人番号

円 円

円

円円 円

円

円

円円円

円 円 円

円

円

円

円 円

円

円

円

イ

ロ

ハ

所得金額

資産の種類 損失額、被災損失額

ニ

円

円

円

211

18

19

21

短28
長29

22

150

271

272

274273

212

円

円円円

円

日

月　　収

所得の
種類 支払者の名称・所在地 収 入 金 額 必 要 経 費

配当所得
の種類 支払者の名称・所在地

支 払 者

区分
業務・
その他
業務・
その他
業務・
その他

種目 支払者の名称・所在地

総 合 譲 渡
短　　　期

長　　　期

一　　　　　時

収 入 金 額

収 入 金 額 必 要 経 費 差 引 金 額
（収入金額－必要経費）

所 得 金 額
（差引金額－特別控除額）特 別 控 除 額

非 課 税 所 得 な ど
損益通算の特例適用前
の 不 動 産 所 得

従事
月数氏名

２ 個人
番号

専従者給与
（控除）額

・　　　・生年
月日

明・大・昭
平・令

続
柄

従事
月数氏名

所得税における青色申告の承認の有無 あり・なし 合計額

１ 個人
番号

専従者給与
（控除）額

・　　　・生年
月日

明・大・昭
平・令

続
柄

事 業 用 資 産 の
譲 渡 損 失 な ど
前 年 中 の 開 廃 業 開 始 ・ 廃 止 月　　　 日

合計イ＋〔（ロ＋ハ）×1/2〕

必 要 経 費 所 得 金 額
（収入金額－必要経費）

収 入 金 額 支 払 者 収 入 金 額

支払確定年月

・

・

収 入 金 額 必 要 経 費

国外株式等に係る外国所得税額

青色申告特別控除額 所 得 金 額

所 得 金 額

勤　務
日　数

円

✓
① □ 下記の扶養親族であった。又は仕送リ、援助を受けていた。
　 氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　続柄（　　　　　　　）　住所
② □ 学生であった。（令和５年１２月３１日現在）
　 学校名
③ 次の給付を受けていた。
　 □ 非課税の所得があった。（遺族年金・障がい年金・雇用（失業）保険・育児休業給付金など）
　 □ 生活保護法による生活扶助（令和６年１月１日現在受給中／ 　　　年　　　月から　　　年　　　月まで）
④ □ 海外に居住していた。（海外勤務証明書、ビザのコピーなどを添付してください。）
⑤ □ 預貯金等で生活していた。
⑥ □ その他（生活状況を記入してください。）

続
柄

生年
月日

明・大・昭
平・令 ・　　　・ 特別障がい者に該当する場合

別居の場合の住所

配 当 割 額 控 除 額

都道府県、市町村分（特例控除対象）

 ●国外居住　□３０歳未満　□７０歳以上　□３０歳以上７０歳未満（□留学　□障がい者　□３８万円以上の支払）

 ●国外居住　□３０歳未満　□７０歳以上　□３０歳以上７０歳未満（□留学　□障がい者　□３８万円以上の支払）

 ●国外居住　□３０歳未満　□７０歳以上　□３０歳以上７０歳未満（□留学　□障がい者　□３８万円以上の支払）

住所地の共同募金会・日赤支部分、
都道府県、市区町村分（特例控除対象以外）

都道府県条例指定分 市区町村

１

２

３

氏名

氏名

氏名

住所

住所

住所

株式等譲渡所得割額控除額

級・度

　特定配当等に係る所得金額、特定株式等譲渡所得金額を総所得金額に含め、
配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除を受けようとする場合は、下の各欄に
配当割額及び株式等譲渡所得割額を記入してください。

支出した寄附金に応じて、各欄にそれぞれ寄附した金額を記入してください。

他
都
道
府
県
の

□
事
務
所
等

●
の
控
除
は
、
書
類
の
添
付
又
は
提
示
が
必
要
で
す
。

㉕

㉗

㉗

❶
❷

㉘

㉘
⑴
⑵

別居している配偶者や親族を扶養とする場合、その方の氏名・住所を記入してください。国外居住の方は区分を選択してください。
国外居住の場合、区分に応じた書類の提出又は提示が必要です。詳細は下表をご覧ください。

　配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除を受けようとする場合は、確定申告を行ってください。原則としてこの欄は記入不要で
す。

30歳以上
70歳未満

30歳未満・70歳以上
①留学
②障がい者
③
上記①～③以外の者

区分 書類 親族関係書類
○
○
○
○

送金関係書類
○
○
○
－
扶養控除の対象外

留学ビザ等書類
－
○
－
－

38万円送金書類
－
－
－
○その年において生活費又は教育費に充てる

ための支払を38万円以上受けている者



日給などの給与所得のある方で、源泉徴収
票のない方は記入してください。

※市民税・県民税申告書を提出する場合は、「ふるさと納税」についてワンストップ
特例制度を申請した寄附金額についても、「都道府県・市区町村分（特例控除対象）」
欄に記入してください。

注１　申告書を提出する際に必要な書類については、「市民税・県民税　申告の手引（10ページ）」を参照し
てください。

注２　令和5年中（令和5年1月1日から12月31日まで）に課税対象となる収入がなかった方は、表面「氏名・
住所・生年月日等記載欄」と、本面の「16　前年中（令和5年中）に収入がなかった方の記載欄（該当す
るものに□）」に必要事項を記入してください。

３　給与所得の内訳

９　総合譲渡所得・一時所得の所得金額に関する事項

１０　事業専従者に関する事項
１１　事業税に関する事項

１４　寄附金に関する事項 ●

１２　別居の扶養親族等に関する事項

１３　配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除に関する事項 ●

１５　所得金額調整控除に関する事項

１６　前年中（令和５年中）に収入がなかった方の記載欄（該当するものに□）

４　営業所得・農業所得・不動産所得に関する事項

５　配当所得（総合課税）に関する事項

６　利子所得に関する事項

８　雑所得（公的年金等以外）に関する事項

７　雑所得（公的年金等）に関する事項

月

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

日　　給

賞 与 等

合 計

勤務先所在地

勤 務 先 名

電 話 番 号

氏 名

個人番号

円 円

円

円円 円

円

円

円円円

円 円 円

円

円

円

円 円

円

円

円

イ

ロ

ハ

所得金額

資産の種類 損失額、被災損失額

ニ

円

円

円

211

18

19

21

短28
長29

22

150

271

272

274273

212

円

円円円

円

日

月　　収

所得の
種類 支払者の名称・所在地 収 入 金 額 必 要 経 費

配当所得
の種類 支払者の名称・所在地

支 払 者

区分
業務・
その他
業務・
その他
業務・
その他

種目 支払者の名称・所在地

総 合 譲 渡
短　　　期

長　　　期

一　　　　　時

収 入 金 額

収 入 金 額 必 要 経 費 差 引 金 額
（収入金額－必要経費）

所 得 金 額
（差引金額－特別控除額）特 別 控 除 額

非 課 税 所 得 な ど
損益通算の特例適用前
の 不 動 産 所 得

従事
月数氏名

２ 個人
番号

専従者給与
（控除）額

・　　　・生年
月日

明・大・昭
平・令

続
柄

従事
月数氏名

所得税における青色申告の承認の有無 あり・なし 合計額

１ 個人
番号

専従者給与
（控除）額

・　　　・生年
月日

明・大・昭
平・令

続
柄

事 業 用 資 産 の
譲 渡 損 失 な ど
前 年 中 の 開 廃 業 開 始 ・ 廃 止 月　　　 日

合計イ＋〔（ロ＋ハ）×1/2〕

必 要 経 費 所 得 金 額
（収入金額－必要経費）

収 入 金 額 支 払 者 収 入 金 額

支払確定年月

・

・

収 入 金 額 必 要 経 費

国外株式等に係る外国所得税額

青色申告特別控除額 所 得 金 額

所 得 金 額

勤　務
日　数

円

✓
① □ 下記の扶養親族であった。又は仕送リ、援助を受けていた。
　 氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　続柄（　　　　　　　）　住所
② □ 学生であった。（令和５年１２月３１日現在）
　 学校名
③ 次の給付を受けていた。
　 □ 非課税の所得があった。（遺族年金・障がい年金・雇用（失業）保険・育児休業給付金など）
　 □ 生活保護法による生活扶助（令和６年１月１日現在受給中／ 　　　年　　　月から　　　年　　　月まで）
④ □ 海外に居住していた。（海外勤務証明書、ビザのコピーなどを添付してください。）
⑤ □ 預貯金等で生活していた。
⑥ □ その他（生活状況を記入してください。）

続
柄

生年
月日

明・大・昭
平・令 ・　　　・ 特別障がい者に該当する場合

別居の場合の住所

配 当 割 額 控 除 額

都道府県、市町村分（特例控除対象）

 ●国外居住　□３０歳未満　□７０歳以上　□３０歳以上７０歳未満（□留学　□障がい者　□３８万円以上の支払）

 ●国外居住　□３０歳未満　□７０歳以上　□３０歳以上７０歳未満（□留学　□障がい者　□３８万円以上の支払）

 ●国外居住　□３０歳未満　□７０歳以上　□３０歳以上７０歳未満（□留学　□障がい者　□３８万円以上の支払）

住所地の共同募金会・日赤支部分、
都道府県、市区町村分（特例控除対象以外）

都道府県条例指定分 市区町村

１

２

３

氏名

氏名

氏名

住所

住所

住所

株式等譲渡所得割額控除額

級・度

　特定配当等に係る所得金額、特定株式等譲渡所得金額を総所得金額に含め、
配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除を受けようとする場合は、下の各欄に
配当割額及び株式等譲渡所得割額を記入してください。

支出した寄附金に応じて、各欄にそれぞれ寄附した金額を記入してください。

他
都
道
府
県
の

□
事
務
所
等

●
の
控
除
は
、
書
類
の
添
付
又
は
提
示
が
必
要
で
す
。

5

原則

公社債、預貯金等の利子 ※源泉分離課税されるものを除きます。

国外居住の場合、区分に応じた書類の提出又は提示が必要です。
８ページ「１２」をご覧ください。

非上場株式の配当などについては、市民税・県民税が特別徴収されてないため、市
民税・県民税の総合課税の申告を必ず行ってください。「５　総合課税の配当所得
に関する事項」に記入してください。
※配当所得の種類により配当控除額が異なりますので、該当する配当所得の種類を
必ず記入してください。
（例）内国法人の非上場株式配当、証券投資信託及び外貨建証券投資信託など
※上場株式の配当などを申告する場合は、確定申告を行ってください（令和６年度
（令和５年分）から所得税と住民税の課税方式の選択ができなくなりました。）。



日給などの給与所得のある方で、源泉徴収
票のない方は記入してください。

※市民税・県民税申告書を提出する場合は、「ふるさと納税」についてワンストップ
特例制度を申請した寄附金額についても、「都道府県・市区町村分（特例控除対象）」
欄に記入してください。

注１　申告書を提出する際に必要な書類については、「市民税・県民税　申告の手引（10ページ）」を参照し
てください。

注２　令和5年中（令和5年1月1日から12月31日まで）に課税対象となる収入がなかった方は、表面「氏名・
住所・生年月日等記載欄」と、本面の「16　前年中（令和5年中）に収入がなかった方の記載欄（該当す
るものに□）」に必要事項を記入してください。

３　給与所得の内訳

９　総合譲渡所得・一時所得の所得金額に関する事項

１０　事業専従者に関する事項
１１　事業税に関する事項

１４　寄附金に関する事項 ●

１２　別居の扶養親族等に関する事項

１３　配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除に関する事項 ●

１５　所得金額調整控除に関する事項

１６　前年中（令和５年中）に収入がなかった方の記載欄（該当するものに□）

４　営業所得・農業所得・不動産所得に関する事項

５　配当所得（総合課税）に関する事項

６　利子所得に関する事項

８　雑所得（公的年金等以外）に関する事項

７　雑所得（公的年金等）に関する事項

月

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

日　　給

賞 与 等

合 計

勤務先所在地

勤 務 先 名

電 話 番 号

氏 名

個人番号

円 円

円

円円 円

円

円

円円円

円 円 円

円

円

円

円 円

円

円

円

イ

ロ

ハ

所得金額

資産の種類 損失額、被災損失額

ニ

円

円

円

211

18

19

21

短28
長29

22

150

271

272

274273

212

円

円円円

円

日

月　　収

所得の
種類 支払者の名称・所在地 収 入 金 額 必 要 経 費

配当所得
の種類 支払者の名称・所在地

支 払 者

区分
業務・
その他
業務・
その他
業務・
その他

種目 支払者の名称・所在地

総 合 譲 渡
短　　　期

長　　　期

一　　　　　時

収 入 金 額

収 入 金 額 必 要 経 費 差 引 金 額
（収入金額－必要経費）

所 得 金 額
（差引金額－特別控除額）特 別 控 除 額

非 課 税 所 得 な ど
損益通算の特例適用前
の 不 動 産 所 得

従事
月数氏名

２ 個人
番号

専従者給与
（控除）額

・　　　・生年
月日

明・大・昭
平・令

続
柄

従事
月数氏名

所得税における青色申告の承認の有無 あり・なし 合計額

１ 個人
番号

専従者給与
（控除）額

・　　　・生年
月日

明・大・昭
平・令

続
柄

事 業 用 資 産 の
譲 渡 損 失 な ど
前 年 中 の 開 廃 業 開 始 ・ 廃 止 月　　　 日

合計イ＋〔（ロ＋ハ）×1/2〕

必 要 経 費 所 得 金 額
（収入金額－必要経費）

収 入 金 額 支 払 者 収 入 金 額

支払確定年月

・

・

収 入 金 額 必 要 経 費

国外株式等に係る外国所得税額

青色申告特別控除額 所 得 金 額

所 得 金 額

勤　務
日　数

円

✓
① □ 下記の扶養親族であった。又は仕送リ、援助を受けていた。
　 氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　続柄（　　　　　　　）　住所
② □ 学生であった。（令和５年１２月３１日現在）
　 学校名
③ 次の給付を受けていた。
　 □ 非課税の所得があった。（遺族年金・障がい年金・雇用（失業）保険・育児休業給付金など）
　 □ 生活保護法による生活扶助（令和６年１月１日現在受給中／ 　　　年　　　月から　　　年　　　月まで）
④ □ 海外に居住していた。（海外勤務証明書、ビザのコピーなどを添付してください。）
⑤ □ 預貯金等で生活していた。
⑥ □ その他（生活状況を記入してください。）

続
柄

生年
月日

明・大・昭
平・令 ・　　　・ 特別障がい者に該当する場合

別居の場合の住所

配 当 割 額 控 除 額

都道府県、市町村分（特例控除対象）

 ●国外居住　□３０歳未満　□７０歳以上　□３０歳以上７０歳未満（□留学　□障がい者　□３８万円以上の支払）

 ●国外居住　□３０歳未満　□７０歳以上　□３０歳以上７０歳未満（□留学　□障がい者　□３８万円以上の支払）

 ●国外居住　□３０歳未満　□７０歳以上　□３０歳以上７０歳未満（□留学　□障がい者　□３８万円以上の支払）

住所地の共同募金会・日赤支部分、
都道府県、市区町村分（特例控除対象以外）

都道府県条例指定分 市区町村

１

２

３

氏名

氏名

氏名

住所

住所

住所

株式等譲渡所得割額控除額

級・度

　特定配当等に係る所得金額、特定株式等譲渡所得金額を総所得金額に含め、
配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除を受けようとする場合は、下の各欄に
配当割額及び株式等譲渡所得割額を記入してください。

支出した寄附金に応じて、各欄にそれぞれ寄附した金額を記入してください。

他
都
道
府
県
の

□
事
務
所
等

●
の
控
除
は
、
書
類
の
添
付
又
は
提
示
が
必
要
で
す
。

5

原則

公社債、預貯金等の利子 ※源泉分離課税されるものを除きます。

国外居住の場合、区分に応じた書類の提出又は提示が必要です。
８ページ「１２」をご覧ください。

非上場株式の配当などについては、市民税・県民税が特別徴収されてないため、市
民税・県民税の総合課税の申告を必ず行ってください。「５　総合課税の配当所得
に関する事項」に記入してください。
※配当所得の種類により配当控除額が異なりますので、該当する配当所得の種類を
必ず記入してください。
（例）内国法人の非上場株式配当、証券投資信託及び外貨建証券投資信託など

※上場株式の配当などを申告する場合は、確定申告を行ってください（令和６年度
（令和５年分）から所得税と住民税の課税方式の選択ができなくなりました。）。



別居している配偶者や親族を扶養とする場合、その方の氏名・住所を記入してください。国外居住の方は区分を選択してください。
国外居住の場合、区分に応じた書類の提出又は提示が必要です。詳細は下表をご覧ください。

　配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除を受けようとする場合は、確定申告を行ってください。原則としてこの欄は記入不要で
す。

30歳以上
70歳未満

30歳未満・70歳以上
①留学
②障がい者
③
上記①～③以外の者

区分 書類 親族関係書類
○
○
○
○

送金関係書類
○
○
○
－
扶養控除の対象外

留学ビザ等書類
－
○
－
－

38万円送金書類
－
－
－
○その年において生活費又は教育費に充てる

ための支払を38万円以上受けている者



別居している配偶者や親族を扶養とする場合、その方の氏名・住所を記入してください。国外居住の方は区分を選択してください。
国外居住の場合、区分に応じた書類の提出又は提示が必要です。詳細は下表をご覧ください。

　配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除を受けようとする場合は、確定申告を行ってください。原則としてこの欄は記入不要で
す。

30歳以上
70歳未満

30歳未満・70歳以上
①留学
②障がい者
③
上記①～③以外の者

区分 書類 親族関係書類
○
○
○
○

送金関係書類
○
○
○
－
扶養控除の対象外

留学ビザ等書類
－
○
－
－

38万円送金書類
－
－
－
○その年において生活費又は教育費に充てる

ための支払を38万円以上受けている者

÷   千円未満切捨　：

日給などの給与所得のある方で、源泉徴収
票のない方は記入してください。

※市民税・県民税申告書を提出する場合は、「ふるさと納税」についてワンストップ
特例制度を申請した寄附金額についても、「都道府県・市区町村分（特例控除対象）」
欄に記入してください。

注１　申告書を提出する際に必要な書類については、「市民税・県民税　申告の手引（10ページ）」を参照し
てください。

注２　令和5年中（令和5年1月1日から12月31日まで）に課税対象となる収入がなかった方は、表面「氏名・
住所・生年月日等記載欄」と、本面の「16　前年中（令和5年中）に収入がなかった方の記載欄（該当す
るものに□）」に必要事項を記入してください。

３　給与所得の内訳

９　総合譲渡所得・一時所得の所得金額に関する事項

１０　事業専従者に関する事項
１１　事業税に関する事項

１４　寄附金に関する事項 ●

１２　別居の扶養親族等に関する事項

１３　配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除に関する事項 ●

１５　所得金額調整控除に関する事項

１６　前年中（令和５年中）に収入がなかった方の記載欄（該当するものに□）

４　営業所得・農業所得・不動産所得に関する事項

５　配当所得（総合課税）に関する事項

６　利子所得に関する事項

８　雑所得（公的年金等以外）に関する事項

７　雑所得（公的年金等）に関する事項

月

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

日　　給

賞 与 等

合 計

勤務先所在地

勤 務 先 名

電 話 番 号

氏 名

個人番号

円 円

円

円円 円

円

円

円円円

円 円 円

円

円

円

円 円

円

円

円

イ

ロ

ハ

所得金額

資産の種類 損失額、被災損失額

ニ

円

円

円

211

18

19

21

短28
長29

22

150

271

272

274273

212

円

円円円

円

日

月　　収

所得の
種類 支払者の名称・所在地 収 入 金 額 必 要 経 費

配当所得
の種類 支払者の名称・所在地

支 払 者

区分
業務・
その他
業務・
その他
業務・
その他

種目 支払者の名称・所在地

総 合 譲 渡
短　　　期

長　　　期

一　　　　　時

収 入 金 額

収 入 金 額 必 要 経 費 差 引 金 額
（収入金額－必要経費）

所 得 金 額
（差引金額－特別控除額）特 別 控 除 額

非 課 税 所 得 な ど
損益通算の特例適用前
の 不 動 産 所 得

従事
月数氏名

２ 個人
番号

専従者給与
（控除）額

・　　　・生年
月日

明・大・昭
平・令

続
柄

従事
月数氏名

所得税における青色申告の承認の有無 あり・なし 合計額

１ 個人
番号

専従者給与
（控除）額

・　　　・生年
月日

明・大・昭
平・令

続
柄

事 業 用 資 産 の
譲 渡 損 失 な ど
前 年 中 の 開 廃 業 開 始 ・ 廃 止 月　　　 日

合計イ＋〔（ロ＋ハ）×1/2〕

必 要 経 費 所 得 金 額
（収入金額－必要経費）

収 入 金 額 支 払 者 収 入 金 額

支払確定年月

・

・

収 入 金 額 必 要 経 費

国外株式等に係る外国所得税額

青色申告特別控除額 所 得 金 額

所 得 金 額

勤　務
日　数

円

✓
① □ 下記の扶養親族であった。又は仕送リ、援助を受けていた。
　 氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　続柄（　　　　　　　）　住所
② □ 学生であった。（令和５年１２月３１日現在）
　 学校名
③ 次の給付を受けていた。
　 □ 非課税の所得があった。（遺族年金・障がい年金・雇用（失業）保険・育児休業給付金など）
　 □ 生活保護法による生活扶助（令和６年１月１日現在受給中／ 　　　年　　　月から　　　年　　　月まで）
④ □ 海外に居住していた。（海外勤務証明書、ビザのコピーなどを添付してください。）
⑤ □ 預貯金等で生活していた。
⑥ □ その他（生活状況を記入してください。）

続
柄

生年
月日

明・大・昭
平・令 ・　　　・ 特別障がい者に該当する場合

別居の場合の住所

配 当 割 額 控 除 額

都道府県、市町村分（特例控除対象）

 ●国外居住　□３０歳未満　□７０歳以上　□３０歳以上７０歳未満（□留学　□障がい者　□３８万円以上の支払）

 ●国外居住　□３０歳未満　□７０歳以上　□３０歳以上７０歳未満（□留学　□障がい者　□３８万円以上の支払）

 ●国外居住　□３０歳未満　□７０歳以上　□３０歳以上７０歳未満（□留学　□障がい者　□３８万円以上の支払）

住所地の共同募金会・日赤支部分、
都道府県、市区町村分（特例控除対象以外）

都道府県条例指定分 市区町村

１

２

３

氏名

氏名

氏名

住所

住所

住所

株式等譲渡所得割額控除額

級・度

　特定配当等に係る所得金額、特定株式等譲渡所得金額を総所得金額に含め、
配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除を受けようとする場合は、下の各欄に
配当割額及び株式等譲渡所得割額を記入してください。

支出した寄附金に応じて、各欄にそれぞれ寄附した金額を記入してください。

他
都
道
府
県
の

□
事
務
所
等

●
の
控
除
は
、
書
類
の
添
付
又
は
提
示
が
必
要
で
す
。

㉕

㉗

㉗

❶
❷

㉘

㉘
⑴
⑵



支払通知書、支払調書、収支内訳書（業務に係る所得があり
前々年の年間売上が１，０００万円を超えていた場合）など

現在の氏名、住所などが記載されている場合に限ります。

国外居住親族について控除の適用を受ける場合は区分に応じ
た書類　８ページ「１２」を参照　

あなたや㉑控除対象配偶者・㉑同一生計配偶者・㉓扶養親族（㉔１６歳未満の扶養親族を含む。）が障がい者で
ある場合に控除されます。※あなた以外が障がい者の場合は、併せて㉑、㉓、㉔の申告も必要です。

の勤労に基づ

確定拠出年金法に基づく企業型又は個人型年金の加入者掛金、

料　税　

○申告書を提出するときに、申告される方の本人確認書類として以下の書類をその区分に応じて添付、又は提示する必要があります。

⑬

⑭

⑮

⑯

⑲

⑳

㉑㉒
㉓

㉗

㉘

㉘

㉗～㉘⑬～⑯

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉓

㉒

㉑

⑳

⑲

⑱

⑰

⑱

㉔

㉔

⑰～㉔

㋐

㋐

㋐

㋑

㋒
㋓ ㋒

㋐

㋑

○

差し引か

く所得



支払通知書、支払調書、収支内訳書（業務に係る所得があり
前々年の年間売上が１，０００万円を超えていた場合）など

現在の氏名、住所などが記載されている場合に限ります。

国外居住親族について控除の適用を受ける場合は区分に応じ
た書類　８ページ「１２」を参照　

あなたや㉑控除対象配偶者・㉑同一生計配偶者・㉓扶養親族（㉔１６歳未満の扶養親族を含む。）が障がい者で
ある場合に控除されます。※あなた以外が障がい者の場合は、併せて㉑、㉓、㉔の申告も必要です。

の勤労に基づ

確定拠出年金法に基づく企業型又は個人型年金の加入者掛金、

料　税　

○申告書を提出するときに、申告される方の本人確認書類として以下の書類をその区分に応じて添付、又は提示する必要があります。

⑬

⑭

⑮

⑯

⑲

⑳

㉑㉒
㉓

㉗

㉘

㉘

㉗～㉘⑬～⑯

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉓

㉒

㉑

⑳

⑲

⑱

⑰

⑱

㉔

㉔

⑰～㉔

㋐

㋐

㋐

㋑

㋒
㋓ ㋒

㋐

㋑

○

差し引か

く所得

県民税

など

市民税・県民税の申告で住宅ローン控除の申請はできません。

利 子
配 当
不 動 産
事 業
給 与
譲 渡
一 時
雑

医 療 費
社会保険料
生命保険料
地震保険料
配 偶 者
配偶者特別
扶 養
基 礎

など

森
林
環
境
税

年

　税
　額

森林環境税

令和６年度　市民税・県民税申告書
き り と っ て く だ さ い。

１　所得から差し引かれる金額に関する事項 ２ 給与・公的年金等に係る所得以外
　 の市民税・県民税の納税方法

下記の欄には記入しないでください。

※別居の扶養親族等がいる場合は、裏面「12」に氏名、住所及び国外居住者（書類の添付が必要）である場合は区分を選択してください。

令和６年度　新座市　市民税・県民税申告受付書

住

所
・
氏

名

受
付 印

受
付 印〔受付書について〕

　市で収受した日を確認するための控え
となります。不要の場合は提出の必要は
ありません。
　なお、郵送による提出で受付書が必要
な場合は、送り先を記載の上、切手を貼
った返信用封筒を同封してください。

分
離
課
税
に
係
る
所
得
等
の
あ
る
方
は
、「
市
民
税・県
民
税
申
告
書（
分
離
課
税
等
用
）」を
あ
わ
せ
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。こ
の
申
告
書
を
提
出
し
た
方
は
事
業
税
の
申
告
書
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
リ
ま
せ
ん
。

（申告先）新座市長 令和６年１月１日現在の住所
新座市 業種又は職業

生年
月日 年　　　月　　　日

明・大
昭・平
令・西暦

電話番号

世帯主の氏名〔続柄〕

コード

個人番号
（マイナンバー）

現住所　□同上

提出年月日

㉗
雑 損 控 除 ●

損害の原因

１

２

３

氏名

氏名

氏名

続柄

続柄

続柄

個人番号

個人番号

個人番号

平・令　　　　・　　　　・

平・令　　　　・　　　　・

平・令　　　　・　　　　・

生年
月日

生年
月日

生年
月日

※□同居 □別居

※□同居 □別居

※□同居 □別居

損害金額

円

円

円

円

円

円
支払った医療費等

損害年月日
　　　　　・　　　　・

保険金などで補填される金額

損害を受けた資産の種類

差引損失額のうち災害関連支出の金額

□通常の医療費控除
□セルフメディケーション税制

保険金などで補填される金額㉘
医 療 費 控 除 ●

年 月 日

氏名

フリガナ

受付印

〔　〕
★は源泉徴収票に
入っていないものを
記入してください。
●の控除は書類の添
付又は提示が必要で
す。

□ 給与から差引き（特別徴収）
□ 自分で納付（普通徴収）

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

8

13

18

19

21

1

2

4

5

6.7.53.54

15

103

104

129

101

102

103

106

107

104

142

144

143

130 ア
イ
ウ
エ
オ
カ
キ
ク
ケ
コ
サ
シ
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰～
⑱
⑲～
⑳
㉑～
㉒
㉓
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙

市
処
理
欄

申告特例（　有 ・ 無 　）
確申／源泉／他（　　　　　　　　　　）添付

入力：　　　／　　　　　　　賦課　基本簿
確認：　　　／　　　　　　　賦課　基本簿

次
年
送

生
護

均
等
軽

事
・
家

徴
収
希

青
色
申

給
与
合

本
人
専

子

　特

勤
労
学

ひ
と
り
親

寡
婦

未
成
年

年
少

配
特

同
配 他配他特他特同他老同特老有

控配 扶養親族 扶養障がい 本障 専従

営 業 等
農 業

公的年金等
業 務
そ の 他
短 期
長期（1/2前）

営 業 等
農 業

公的年金等
業 務
そ の 他
合 計

不 動 産
利 子
配 当
給 与

一時（1/2前）

不 動 産
利 子
配 当
給 与

総合譲渡・一時
合 計
社会保険料控除
小規模企業共済等掛金控除
生命保険料控除
地震保険料控除
寡婦、ひとり親控除
勤労学生、障がい者控除
配偶者（特別）控除
扶 養 控 除
基 礎 控 除
⑬から㉕までの計
雑 損 控 除

合計（㉖＋㉗＋㉘）

収

入

金

額

等

所

得

金

額

所
得
か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額

事
業

事
業

雑

雑

総
合
譲
渡

医療費控除 区分

㉔
1 6 歳 未 満 の
扶 養 親 族
（控除対象外）

平２０．１．２
以後生まれ

１

２

３

氏名

氏名

氏名

氏名

続柄

続柄

続柄

個人番号

個人番号

個人番号

１

２

氏名

氏名

⑰　寡婦控除
□死別　□生死不明
□離婚　□未帰還

⑱
□ひとり親
　控除

⑲　□勤労学生控除●
（学校名）

個人番号

個人番号

個人番号

明・大　　　　・　　　　・昭・平

明・大　　　　・　　　　・昭・平

明・大　　　　・　　　　・昭・平

生年
月日

明・大　　　　・　　　　・昭・平
生年
月日

障がい
の程度

身・精　　　　級
療　　　　　　度

□特障
□障

配偶者の
合計所得
金　　額

生年
月日

生年
月日

※□同居 □別居

※□同居 □別居

※□同居 □別居

□同一生計配偶者
（控除対象配偶者を除く）

□同居
□別居

㉓
扶 養 控 除

平２０．１．１
以前生まれ

㉑～㉒
配 偶 者 控 除 ・
配偶者特別控除・
同一生計配偶者

⑳
障 が い 者
控 　 　 　 除 ●

⑰～⑲
寡 婦 控 除 、
ひとり親控除、
勤 労 学 生 控 除

⑮
生 命 保 険 料
控 　 　 　 除 ●

⑬
社 会 保 険 料
控 除

⑭★小規模企業共済等掛金控除●

⑯地震保険料控除●

認
定
書

障がい
の程度

身・精　　　　級
療　　　　　　度

□特障
□障

認
定
書

社会保険の種類
源泉徴収票の社会保険料
★国民健康保険
★国民年金●
★介護保険
★後期高齢者医療保険
★その他

新 生 命 保 険 料 の 計
新個人年金保険料の計
介護医療保険料の計
地 震 保 険 料 の 計

旧 生 命 保 険 料 の 計
旧個人年金保険料の計

旧長期損害保険料の計

支 払 っ た 保 険 料
Ａ　　　　　　　　　　　　　　　円
Ｂ　　　　　　　　　　　　　　　円
Ｃ　　　　　　　　　　　　　　　円
Ｄ　　　　　　　　　　　　　　　円
Ｅ　　　　　　　　　　　　　　　円
Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　円

合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ）

本人又は㉑～㉔に
記載した方のみ対象

申告書

6

など

とき

・森林環境税

・森林環境税

⑴

⑵

⑶

⑷

⑸



また、

収入
み

書面で提出するより早く還付金が受け取れます。

令和６ 年度 提出期限：令和６年３月１５日（金）

（令和５年１月１日から令和５年１２月３１日までの所得及び控除）

【問合せ】　新座市財政部課税課（本庁舎２階）　　048－423－9200

６

５

５

５

６

親族の確定申告書、市民税・県民税申告書、源泉徴収票などに控除対象配偶者、同一生計配
偶者（控除対象配偶者を除く。）、扶養親族（１６歳未満の扶養親族を含む。）として記載
されている方のことです。
源泉徴収票に記載がない控除（配偶者、扶養、国民健康保険料（税）、生命保険料、医療費
など）を受けようとする場合は、申告が必要です。
国民健康保険料（税）、介護保険料、後期高齢者医療保険斜などの軽減制度適用、児童扶養
手当、特別児童扶養手当、ひとり親家庭等医療費助成、保育料算定などには申告が必要とな
る場合があります。
公的年金収入が４００万円を超えている場合は、税務署への確定申告が必要です。

国税庁 確定申告

パソコン・スマホで所得税の確定申告を始めてみませんか？

パソコン・スマホで所得税の確定申告を始めてみませんか


